










視 察 報 告 書                      

所属委員会  委員氏名 横山真 

行政視察の名称 諏訪商工会議所建設産業部会・観光関連部会視察研修 
日   程 令和 8 年 2 月 26 日(木) ～ 2 月 27 日(金)    ２日間 
視察都市名 静岡県熱海市・伊東市 

視察内容および感想等 

1 日目 熱海市（協同組合熱海建設業協会・熱海市伊豆山土石流災害発生現場） 

主な視察目的 熱海市伊豆山土石流災害発生現場の当時の状況について 

 

視察をしての感想 
令和 3 年 7 月 3 日、豪雨により死者・行方不明者 28 名、家屋被害 128 棟（135 世帯）の甚大

な被害を及ぼした静岡県熱海市伊豆山土石流災害（伊豆山地区逢初川）について、発生当時に活

躍された地元熱海建設業協会の皆様より当時の発生状況と現在までの復興状況について学びま

した。説明について、発生より数年が経過しておりますが現在もなお裁判中と言ったこともあ

り、一定の情報提供ということでご了承願いますとのことでありました。 

 発生当時、建設協会長を務められた大館節生様よりプロジェクター映像と発生現場図を用い

て丁寧な説明をいただきました。始めに、図面において民家が立ち並ぶ急傾斜地な場所ではあっ

た山の頂上に 5000 立米の土地があったようです。 

 正に、この場所が問題の残土置場となっていた場所でした。周辺の道路状況ですが、この場所

へは左右へと道をつなぐ伊豆山神社線がありましたが発生時、土石流によって道が通れない状

況となっていたようです。また、下方には海岸へ続く 135 号線があります。 

当時を振り返り、発生前の熱海市では数日前の６月 24 日に大雨が降り続き海岸近くのビーチラ

インが崩れたようでした。 

 そのような状況下、7 月 3 日に土石流が発生。災害発生後 72 時間は人命救助のタイムリミッ

トとされており自衛隊の即出動もされたようです。7月 6日 3 日間に及ぶ捜査、土砂搬出により

7月 10日で一定の道路は通ることはできたとのことでしたが 7月 30日約 1ヶ月間かかり道路は

一部開通できたとのこと。開通までのそれら土砂は、通称ナナハン岸壁や市役所へ土砂を運ばれ

ました。 

 しかしながら、道路の完全復旧はできておらず市民の足となる路線バスは 10 月末の利用可能

とはなったものの、今までの半分の運行。また、被害に遭われたこの地域の 3 分の 1 の住民が途

中復旧での待機や中にはもうこの場所に戻らない方々も居たようです。その後の土砂最終処理

には時間を要し、近くの棚に埋め立てたり、災害時発生以前に崩れたななはん岸壁にも運搬さ

れ、ストックヤードを確保し、その場で土壌改良を行い台船で千葉県へも週に 2回、1 日 3 回の

運搬により残土を分配したようです。それでも処分できず県が異例の許可を出し、伊豆山港（海

岸）海岸への埋め立てが行われ、汚染度のため約 50cm 土を上乗せさせたようです。 

盛り土は約 5000 立米、この災害で搬出された盛り土は約 6000 立米であったが、上記の説明によ



り作業は思っていたより早く進んだようです。そして、なんと言っても死者・行方不明者を出さ

れたことは本当に残念なことだったと思います。一番初めの死者は海岸で見つかり、一番最後に

見つかった方は最後の残土処理現場で白骨化されていたようです。悪徳事業者の安易な行動に

より発生してしまった事態に憤りを感じます。被害に遭われました皆様に対してご冥福をお祈

りいたします！ 

映像による説明の中では、発生当時前の洪水状況（朝 9 時頃）、伊豆山神社参道、国道 132 号、

自衛隊の活動など拝見しました。 

〇現場の取組 

・泥で抜かるんでいるため現場に入れずコンパネ 100 枚を用意して欲しいと役所からの指示 

・自衛隊が先に重機で人がいるか等確認し、誰もいないことが確認できたあと建設業協会の方が

重機を操縦 

・作業時、雨が数日振り続けて場合には作業は中止 

・ワリグリを引いての作業、資材は御殿場まで取りに行く 

・重機で作業する場合、万が一死者がいる可能性があることから捜査員が 1人配備され作業する 

・一番始めに死者が海でみつかる 

・ホテルが多いナナハン岸壁にてストックヤードを確保し汚染土をシートで囲う 

・伊豆山港（海岸）へは泥状の土砂搬入、改良剤で固め埋める。上部には 50cm 土盛（御殿場よ

り土砂を搬入） 

・急斜地ではプラント施設を設置しての作業 

・死者の発見があと 1 名であり、この段階でも警察がつく 

・最終土砂の運搬はダンプの運び出しを行う。搬出数を計算（盛り土全体量は約 6000 立米・汚

染度フッ素は 10 倍） 

・全国規模の大手リース会社がボランティアで重機の貸し出し 

・協会員全体に声をかけたが役所の仕事が間に合わず手伝えない事業者もいた 

〇課題 

・将来の安全性を担保してストックヤードの確保 

・行政との災害協定が上手く回らない、現場の応用が求められる 

・調整会議は現場で働く責任者や関係者を入れ情報の共有化が求められる（現場の警察から行政

に意見） 

・作業全体は協会長が責任者となり、エリアごと責任者を配置した 

・復旧作業費がまともに支払えて貰えない（行政に詳細報告） 

〇諏訪市への反映 

・民間土地所有者に対しての指導啓発 

・早期の情報提供 

・外部への売却規制 

・災害時本部組織内での運用にあり方 

・防災協定のあり方（68件協定先） 

・国、県とのあり方 

・地方の盛り土規制法のあり方 

・法律アドバイザーの活用 



2 日目 伊東市（伊東市観光課・伊東市商工会議所） 

主な視察目的 入湯税引き上げについて 

 

視察をしての感想 
伊東市観光課長 佐藤文彦様より説明をいただきました。 

先ずは入湯税の超過課税について、これまでの経過、検討内容の結果についてご説明いただきま

した。これまでの経過は、持続的に温泉を利用するための施設整備に対する助成や新たな観光振

興策の展開を求める声が経済 3団体（伊東商工会義者、伊東観光協会、伊東温泉旅館ホテル協同

組合）から令和 2 年度の市政要望として入湯税の税率引き上げによる観光振興施策の確保が求

められ、検討を継続してきたが、コロナ禍の影響により検討作業は中断されたが、令和 6 年 2 月

の官民戦略会議や市議会 3 月定例会において、入湯税の引き上げについての意見交換や提案が

なされ改めて検討が再開されたようです。 

検討内容の結果は、少子高齢化、財源不足、外部からの財源、税収減少が見込まれる、市外経

済の活性化、温泉維持管理費（温泉を守る）改修計画。 

計画見直し、観光施設整備、などの観点から基幹産業である観光業を中心とした市内経済の活性

化の重要性。市内の源泉の維持管理費等が負担できず減少傾向にある。その財源として入湯税の

超過課税を実施することとされた。 

課税分の使途は、1、温泉の保護・活用 2、新しい観光スタイルの対応 3、持続可能な観光

地域づくりです。 

超過課税額は、宿泊に伴う入浴税の税額を「150 円」から「300 円」へ引き上げ、免税対象を「6

歳未満」から「年齢 12 歳に達する日以後の最初の 4 月 1 日までの間にある者」に拡大する。令

和 6 年市議会 9月定例会に条例（安）を上程し、令和 7年 10 月施行開始となりました。 

魅力的な取り組みとして伊東温泉魅力創出事業費補助金の創設でした。 

これは魅力ある温泉地づくりを推進するため、入湯税の特別徴収義務者等が行う温泉源保護管

理施設等の整備や、観光振興に資する団体（旅館組合、観光協会等）が取り組む温泉の保護活用、

観光誘客事業等に要する経費の支援であります。補助対象は 2 通りあり 1、温泉源保護管理施設

等の整備 

2、温泉の保護活用、観光誘客事業等で、対象者は入湯税の特別徴収義務者またはこれらのもの

に温泉を供給している温泉源施設等と管理者で 100 万円を限度額とし補助率は 2 分の 1 以内。

観光振興に資する団体へは限度額 100 万円で 3 分の 2 以内としております。令和 7 年 10 月現

在、対象 1 が 15 件 1300 万円のうち 560 万円が補助金。対象 2 が 4 件で 540 万円のうち 280 万

円が補助金として支給されました。 

入湯税改正の概要は、令和６年度改正前の歳入額は 3 億 1 千 8 百 1 万 2 千円。令和 7 年改正後

の令和 8年度予算額は 6億 2 百 92 万 8千円とし、約 2 倍の増収となっております。人口の推移

を見ると伊東市も減少傾向にあるが年間来遊客数の推移を見る限りコロナ禍前の約 600 万人が

伊東市に訪れており超過課税の影響はなく地元は景気回復傾向に向かっておりました。 

 

 



 

〇諏訪市への反映 

今回、諏訪商工会議所が主体となり観光関連部会（諏訪湖温泉旅館組合伊東理事長）を始めとす

る視察研修の場となりました。現在当市では観光グランドデザインが描かれているが観光地と

してのあり方や温泉利活用のあり方など、計画的な協議の場を設置することが求められます。特

に入湯税の使途については伊東市で参考となりました宿泊業者及び観光関係団体との協議「官

民戦略会議」や「行政関係部課長会議」などが参考となる。相互の理解を深め観光地諏訪市とし

て持続可能な「面白いまちづくり」に取り組んでいただきたいです。 

 

 

 

 






























